
　令和６年１月１日～令和６年３月31日までに融資のお申込みをされた方

　※　次回の融資金利改定スケジュール 令和６年４月１日（発表：令和６年３月下旬）

　令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方の金利は、本お知らせの最後のページに掲載しています。

○　融資金利

＜団体信用生命保険に加入する場合＞

年 年 年

年 年 年

年

年

（融資金利の特例措置について）

　融資額3,060万円（被災親族同居の場合は3,690万円）を超える部分の融資金利に係る特例措置になります。

（ご注意）

1

・５年経過ごとに金利の見直しがありますので、将来の金利情勢によっては、見直し後の金利が上昇し、返済額が増加することが
　あります。

1.33%

６年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

       未定　　*2

・財形住宅融資の金利は、５年固定金利制です。

・独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う財形転貸融資とは異なります。

    （申込本人の配偶者の三親等内の親族を含みます。）

・平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に、中小企業勤労者（常時雇用する労働者数が300人以下である企業に勤務する方
　をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から年0.20％引き下げた融資金利が適用さ
　れます。

・平成27年７月１日から令和６年３月31日までの間に、子ども等を扶養する勤労者（健康保険等において、本人又は配偶者が被保険者
　等であって、子ども等(※)を扶養する方をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から
　年0.20％引き下げた融資金利が適用されます。
　※　子ども等とは、次のア及びイに該当する方をいいます。

ア　出生日が次の表に該当すること

出生日

・融資の条件および手続については、「財形住宅融資のご案内」（東日本大震災特例措置）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）を
　ご覧ください。

・長期間の多額の借入金を将来の金利情勢にかかわらず安定的に安心してご返済いただくには、「財形住宅融資」と長期固定金利
　型住宅ローンを組み合わせてご利用いただくことをお勧めします。

 (ｲ)　申込本人を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人と内縁の関係にある者の子

令和５年４月１日～令和６年３月31日 平成17年４月２日以降

申込みの受付時点

　*1　被災親族同居の場合は3,690万円となります。被災親族同居とは、別居していた申込人と親族の関係にある方がそれぞれ被災
　　　し、かつ、新たに建設又は購入する住宅に申込人と同居することをいいます。

　*2　見直し後の融資金利は、当該金利が適用される日までにお客さまあてにお知らせします。

イ　申込みの受付時点で、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当すること

 (ｱ)　申込本人又はその配偶者を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人の三親等内の親族

新機構団信

当初５年間

融資額3,060万円(*1)
までの部分

融資額3,060万円(*1)
を超える部分

1.77%

６年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

　・健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利用いただけます。
　　その場合の融資金利は以下のとおりです。

0.00% 0.00%

1.53%

0.00%

融資額3,060万円(*1)
までの部分

　　　　　　　　　　　　　　 未定　　*2

融資額3,060万円(*1)
を超える部分

当初５年間

0.00%

1.71%

令和６年１月１日

財形融資
（東日本大震災特例措置）

財形住宅融資金利のお知らせ（東日本大震災特例措置）

〇適用期間

新３大疾病付機構団信
新機構団信

（デュエット）



■借入申込書記入用

1 年 毎月払い

2 年 毎月払い

3 年 毎月払い

4 年 毎月払い

5 年 毎月払い

6 年 毎月払い

7 年 毎月払い

8 年 毎月払い

9 年 毎月払い

10 年 毎月払い

11 年 毎月払い

12 年 毎月払い

13 年 毎月払い

14 年 毎月払い

15 年 毎月払い

16 年 毎月払い

17 年 毎月払い

18 年 毎月払い

19 年 毎月払い

20 年 毎月払い

21 年 毎月払い

22 年 毎月払い

23 年 毎月払い

24 年 毎月払い

25 年 毎月払い

26 年 毎月払い

27 年 毎月払い

28 年 毎月払い

29 年 毎月払い

30 年 毎月払い

31 年 毎月払い

32 年 毎月払い

33 年 毎月払い

34 年 毎月払い

35 年 毎月払い

2

（ご注意）
　上表は、借入申込書にご記入いただく返済額を算出するための100万円当たりの返済額（めやす）です。
　実際のご返済額は、上表とは異なります。実際のご返済額（めやす）は、機構お客さまコールセンター
（0120-086-353）にお問合せください。

1,275 1,425 1,475 1,108 1,275 1,425 1,475 1,108
据置期間

（毎月の支払い）

3,494 3,281

3,582

3,776 3,566

【財形住宅融資】100万円当たりの返済額（めやす）＜当初５年間＞

3,370

4,127 3,919

4,264 4,057

4,575 4,371

4,754

5,409 5,208

4,413 4,207

4,550

4,965

6,329 6,131

3,465

3,552

4,098

3,855

3,972 4,001

4,300

4,463

4,235

4,384

4,547

3,377

3,295

3,963 4,113 4,163 3,796

6,302

5,381

5,956

4,726

5,299

3,465

3,559

3,660

4,013

4,150

3,769

3,886

6,220

4,839 4,922

5,652

3,646

3,747

3,165

3,145 3,233 3,263 3,048

3,195 2,979

3,558

3,800 3,950 4,000 3,633 3,217 3,306

3,655 3,805 3,855 3,488 3,076

3,725 3,875 3,925

3,383 3,412 3,198

3,1213,335

3,879 4,029 4,079 3,712

4,052 4,202 4,252 3,885

3,675 3,4644,148 4,298 4,348 3,981

4,251 4,401 4,451 4,084

4,361 4,511 4,561 4,194

3,792

3,884 3,675

4,480 4,630 4,680 4,313

4,608 4,758 4,808 4,441

4,747 4,897 4,947 4,580

4,898 5,048 5,098 4,731

5,062 5,212 5,262 4,895

5,243 5,393 5,443 5,076 4,642

4,950 4,7475,441 5,591 5,641 5,274

5,660 5,810 5,860 5,493 5,057 5,140 5,167

5,875

7,227 7,377 7,427 7,060

5,737

6,483 6,633 6,683 6,316

6,009 5,5706,176 6,326 6,376

5,904 6,054 6,104

6,616 6,697

7,885 7,518 7,072 7,153

6,724 6,527

6,830 6,980 7,030 6,663

9,608 9,758 9,808

7,180 6,983

8,219 8,369 8,419 8,052 7,605

8,850 9,000 9,050 8,683 8,235 8,315

9,441 8,992 9,072

7,686 7,713

7,685 7,835

7,517

10,684 10,734 10,367 9,917

　据置期間を設定しない場合は、返済期間に応じた返済額をご覧ください。
　据置期間を設定する場合は、据置期間欄の毎月の利息をご覧ください。

9,996

11,891 11,524 11,07311,691

13,179 13,329 13,379 13,012 12,561

10,534

11,841

12,639

15,163 15,313 15,363 14,996 14,544 14,623

11,152

17,941 18,091 18,141 17,774 17,322 17,401

21,490 21,568

42,941 43,091 43,141 42,774

84,608 84,758 84,808 84,441

21,59422,108 22,258 22,308 21,941

29,052 29,202 29,252 28,885 28,437 28,516

1.53% 年 1.71%
期間

年

新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付
機構団信

加入しない

1.33%1.53%年 1.77% 年 1.33%
返済

融資金利
（当初５年間） 年 年 1.71% 年 1.77%

<元利均等返済>

団体信用生命保険の加入区分 団体信用生命保険の加入区分

新機構団信 新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付
機構団信

加入しない 新機構団信

【建設融資】【購入融資】【リフォーム融資】共通

<元金均等返済の場合（第１回目）>

17,427 17,236

年

84,134 83,934

42,333

14,649 14,458

12,666 12,474

42,412 42,439 42,246

84,025 84,107

28,542 28,351

21,403

11,179 10,986

5,984 5,785

5,679 5,479

10,023 9,829

9,098 8,904

8,342 8,147
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令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方の金利は、以下のとおりです。

　令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方

　※　次回の融資金利改定スケジュール 令和６年１月１日（発表：令和５年12月下旬）

　令和５年７月１日～令和５年９月30日までに融資のお申込みをされた方の金利は、本お知らせの最後のページに掲載しています。

○　融資金利

＜団体信用生命保険に加入する場合＞

年 年 年

年 年 年

年

年

（融資金利の特例措置について）

　融資額3,060万円（被災親族同居の場合は3,690万円）を超える部分の融資金利に係る特例措置になります。

（ご注意）

1

・５年経過ごとに金利の見直しがありますので、将来の金利情勢によっては、見直し後の金利が上昇し、返済額が増加することが
　あります。

1.30%

６年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

       未定　　*2

・財形住宅融資の金利は、５年固定金利制です。

・独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う財形転貸融資とは異なります。

    （申込本人の配偶者の三親等内の親族を含みます。）

・平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に、中小企業勤労者（常時雇用する労働者数が300人以下である企業に勤務する方
　をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から年0.20％引き下げた融資金利が適用さ
　れます。

・平成27年７月１日から令和６年３月31日までの間に、子ども等を扶養する勤労者（健康保険等において、本人又は配偶者が被保険者
　等であって、子ども等(※)を扶養する方をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から
　年0.20％引き下げた融資金利が適用されます。
　※　子ども等とは、次のア及びイに該当する方をいいます。

ア　出生日が次の表に該当すること

出生日

・融資の条件および手続については、「財形住宅融資のご案内」（東日本大震災特例措置）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）を
　ご覧ください。

・長期間の多額の借入金を将来の金利情勢にかかわらず安定的に安心してご返済いただくには、「財形住宅融資」と長期固定金利
　型住宅ローンを組み合わせてご利用いただくことをお勧めします。

 (ｲ)　申込本人を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人と内縁の関係にある者の子

令和５年４月１日～令和６年３月31日 平成17年４月２日以降

申込みの受付時点

　*1　被災親族同居の場合は3,690万円となります。被災親族同居とは、別居していた申込人と親族の関係にある方がそれぞれ被災
　　　し、かつ、新たに建設又は購入する住宅に申込人と同居することをいいます。

　*2　見直し後の融資金利は、当該金利が適用される日までにお客さまあてにお知らせします。

イ　申込みの受付時点で、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当すること

 (ｱ)　申込本人又はその配偶者を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人の三親等内の親族

新機構団信

当初５年間

融資額3,060万円(*1)
までの部分

融資額3,060万円(*1)
を超える部分

1.74%

６年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

　・健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利用いただけます。
　　その場合の融資金利は以下のとおりです。

0.00% 0.00%

1.50%

0.00%

融資額3,060万円(*1)
までの部分

　　　　　　　　　　　　　　 未定　　*2

融資額3,060万円(*1)
を超える部分

当初５年間

0.00%

1.68%

令和５年10月１日

財形融資
（東日本大震災特例措置）

財形住宅融資金利のお知らせ（東日本大震災特例措置）

〇適用期間

新３大疾病付機構団信
新機構団信

（デュエット）


